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令和６年度 海外における食の営業代行業務委託（フランス）企画提案 募集要領 

 

 

１ 目的 

 

輸出に関心はあるが、ノウハウが十分でない農林水産物・食品を扱う福井県内事業者（以

下、県内事業者）に代わり、フランスにおいて、展示会出展やレストラン商談会への出展等

を通し、販売代理店やレストラン等の取引事業者を探すとともに、煩雑な輸出手続きや営業

ツールの作成等を支援する営業代行を配置し、福井県の農林水産物・食品の輸出拡大を図る。 

 

２ 委託業務内容 

 

（１）業 務 名 海外における食の営業代行業務（フランス） 

（２）事 業 内 容 別添仕様書のとおり 

（３）委 託 期 間 契約締結の日から令和７年３月２１日（金）まで 

（４）予算限度額 １０，０００，０００円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格 

 

次に掲げる要件をすべて満たした者とする。  

（１）国内外を問わず法人格を有していること。 

（２）当要領および別添仕様書に記載している業務に精通し、対象国（フランス）において同様の業

務（見本市出展、販路拡大イベント）等の実績を有すること。（共同企業体にあっては、構成員の

うち１以上の者が実績を有すること。） 

（３）日本語で企画提案書の提出および契約締結が可能であること。 

（４）現地において業務を遂行するにあたり交渉を円滑に実施するため、対象とする国・地域で主に

話されている言語（公用語）により業務上の交渉が可能な語学力を有する者が本業務に従事する

こと。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。  

（７）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある者で

ないこと。 

（８）この手続きにおいて、単独の法人または共同企業体の構成員として重複して参加していないこ

と。 
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４ スケジュール 

 

項 目 日 程 

募集要領等の公表 令和６年３月２５日（月） 

質問受付期間 令和６年３月２５日（月）～４月 ４日（木） 

参加申込期間 令和６年３月２５日（月）～４月 ８日（月） 

質問回答 令和６年４月 ５日（金） 

参加資格の結果通知 令和６年４月 ９日（火） 

企画提案書提出期間 令和６年４月 ９日（火）～４月１６日（火） 

書類審査期間 令和６年４月１７日（水）～４月２４日（水） 

契約手続き 令和６年４月下旬～ 

 

５ 質問の提出および回答 

 

（１）受付期間 

令和６年３月２５日（月）～４月 ４日（木） 

（２）提出場所 

ふくい食輸出サポートセンター事務局（以下「事務局」という。） 

福井県農林水産部流通販売課 流通販売グループ 齊木 

Ｅ-mail ryutsu@pref.fukui.lg.jp 

（３）提出方法 

 電子メールにより提出すること。 

（４）回答 

質問をした者および参加申込書を提出した者全員に対し、令和６年４月５日（金）までに

電子メールで回答する。 
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６ 参加資格の認定手続き等 

 

企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し、参加資格の認定を受けなければな

らない。 

提出書類 部数 

・参加申込書（様式１） 1部 

・企画提案参加資格誓約書（様式２） 1部 

・上記３の参加資格のうち（１）～（４）を証明する書類 

 ・定款や商業登記証明の写し（これに類するもの） 

なお、共同企業体にあっては、主たる企業のみで可 

各 1部 

 ・過去の同種案件（フランスにおける販路拡大イベント、見

本市出展）の受託実績がわかるもの（契約書の写し等） 

・共同企業体にあっては、共同企業体協定書（様式３）、 

協定書等の写し 

・日本語で書類を作成できる担当者や現地で業務を行う担当

者の履歴等必要な語学力を有することがわかるもの 
 

各 1部 

参考資料 

・会社概要、履行体制等がわかるもの 

・直前２事業年度分の事業報告書および財務諸表類 

各 1部 

 

（１）提出期間 

令和６年３月２５日（月）～４月 ８日（月） 

（２）提出方法 

電子メールにより提出すること。 

１メールのデータ容量は 10MB未満とし、10MBを超える場合は、分割して送信すること。 

提出後における申込書の追加および変更は認めない。 

（３）提出先 

事務局（E-mail：ryutsu@pref.fukui.lg.jp） 

 

７ 参加資格の結果通知 

 

参加資格要件を審査し、その結果を令和６年４月 ９日（火）までに電子メールにて通知

する。参加申込書を提出した者のうち、参加資格要件を満たさなかった者に対しては、満た

さなかった旨および満たさないと判断した理由を書面または電子メールにより通知する。 
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８ 企画提案書等の提出 

 

   参加資格を有すると認められた者は、次のとおり企画提案書を提出すること。 

提出書類 部数 

企画提案書 

 ・別添仕様書を満たす内容 
１部 

経費見積書（内訳含む） 

 ・項目、数量、単価、金額、税額を明らかにすること。 

 ・見積総額は、上記２（４）の額を超えないこと。 

 ・不課税取引と課税取引を分けて記載すること。 

 ・税額に１円未満の端数がある場合は切り捨てた金額を税額とする。 

 ・円建て（為替変動による契約金額の変更は行わない。） 

１部 

 

（１）提出方法 

電子メールにより提出すること。 

１メールのデータ容量は 10MB未満とし、10MBを超える場合は、分割して提出すること。 

（２）提出期限 

令和６年４月１６日（火）１７時まで 

（３）提出場所 

事務局（E-mail：ryutsu@pref.fukui.lg.jp） 

（４）留意点 

提出後における企画提案書の追加および変更は認めない。 

提出された企画提案書は返却しない。 

企画提案に関する経費は全て提出者の負担とする。 

提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内において複製することがある。 

 

９ 審査方法および優先交渉権者の選定 

 

①下記の評価項目に従い、提出書類の審査を行い、企画提案の内容、事業の実施能力等を

評価し、採点する。 

評価項目 評価の主な観点 

企画提案 

の内容 
・実現性 

・取引の成約に繋がる実現性のある企画か。 

・具体的なサンプルの輸送方法が示されているか。 

独自提案の

内容 
・独自性 

・（独自提案がある場合）独自性があり、輸出拡大に繋がる

内容か。 

取組姿勢等 

・委託業務内容の 

理解度 

・取組意欲 

・募集要領に示した必須事項が全て盛り込まれているか。 

 

・県内事業者の商談成立に向けた意欲が感じられるか。 

実施体制等 
・連絡調整の正確性 

・実施体制の的確性 

・事業者をサポートする体制が整っているか。 

・実施体制は的確か。 
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スケジュール 

等 

・スケジュールの 

適切性 

営業のための準備活動も含めて、業務スケジュールを想定

しているか。 

会社の実績 

等 

・過去の実績や 

セールスポイント 

過去の同種案件（フランスにおける販路拡大イベントや食

品輸出のサポート）の受託実績があり、自社の強みが提案

されているか。 

価格 ・妥当性 見積書の積算額が上限以下であり、経費内容が妥当か。 

 

②採点の結果、最も優れた者を優先交渉権者とする。 

③選定結果は、企画提案者全員に対し、代表者（担当者）あて電子メールにて通知する。 

なお、審査内容および各事業者の企画提案内容、見積額等については、非公開とし、審査

結果に対する異議申し立ては、一切認めない。 

④優先交渉権者が辞退した場合は、次点の者を優先交渉権者とする。 

 

10 契約の締結 

 

優先交渉権者と企画提案書等の内容に基づき協議を行い、契約における仕様、金額等の内容

を定め、契約を締結する。したがって、優先交渉権者の決定をもって企画提案書に記載された

全内容を承認するものではない。 

 

11 提出先および問い合わせ先 

 

ふくい食輸出サポートセンター事務局 

〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１ 

福井県農林水産部流通販売課 流通販売グループ 齊藤、齊木 

ＴＥＬ ０７７６－２０－０４２１ 

Ｅ-mail ryutsu@pref.fukui.lg.jp 


